
■スバル相続相談室 基本料金表■ 

お見積もりは無料です。まずはご相談下さい！！ 

各士業が連携して対応致しますので、諸費用がお安くなります！！ 

 
１．相続による名義変更（相続登記） 

 司法書士報酬 登録免許税額 

①マンションの名義変更 １５７，５００円～

不動産の固定資産評価額×4/1000 ②戸建て（土地・建物）の名義変更 ２１０，０００円～

③追加不動産１つごとに ＋５２，５００円 

 
２．遺産分割協議・遺言書作成 

 司法書士・行政書士報酬 

遺産分割協議書作成料 ２１，０００円～ 

遺言書作成（公正証書） ５２，５００円～＋公証人手数料 

 
３．相続関係費用（戸籍等の取得） 

 司法書士報酬 行政書士報酬 

相続登記をご依頼頂いた場合 実費のみ － 

相続関係説明図の作成及び相続関係

書類（戸籍等）の取得の場合 
－ ５２，５００円＋実費 

※印鑑証明書の取得は、印鑑カードが必要なため、相続人様各人での取得をお願いしております。 

 
４．年金・医療関係→スバル社労士事務所が担当致します。 

 社会保険労務士報酬 

年金手続一式 ５２，５００円～ 

医療保険手続一式 ３１，５００円～ 

 
５．税金関係→税理士法人スバル合同会計が担当致します。 

 税理士報酬 

準確定申告 １０５，０００円～ 

相続税申告 ３１５，０００円＋相続財産の１％ 

 
６．コンサルティング→グループ全体で対応します。 

 スバル報酬 

相続税対策コンサルティング ５２，５００円～ 

事業承継コンサルティング １０５，０００円～ 
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